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先市町村長）への協議（第61条の６）。協議元市町村長から都道府県知事そして内
閣総理大臣への報告義務がある（助言規定はない）。 

   広域一時滞在制度の基本的仕組みを広域避難制度に取り入れたもので、広域避難を
実効的にするための報告・助言の仕組みがあるが、想定可能な範囲内で事前対策が機
能を発揮しないとき、どれだけ、都道府県、内閣府が後方支援機能を発揮しうるか、
シミュレーションや具体的な検討が必要であろう。併せて、あらかじめ関係する自治
体間での日常的な連携を強化しておく必要もあろう。 

 
(３) 国の関与（指示権） 
   まず、自治事務に関する各種災害対策本部長の指示権に関し、従前の例では、自治

体の教育事務に関する管理執行について、2007（平成19）年地教行法改正により、
「文部科学大臣は、都道府県教育委員会又は市町村教育委員会の教育に関する事務の
管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を
怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必
要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管
理及び執行を改めるべきことを指示できる。ただし、他の措置によっては、その是正
を図ることが困難である場合に限る。」旨の規定があったが、2014（平成26）年改正
により、「児童、生徒の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるお
それがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要がある
ときは」と要件が明確にされた。この規定との比較でいえば、災害対策であることを
念頭に置きつつ、内閣総理大臣等が指示することができる要件が十分明確化されてい
るか、検討が必要であろう。 

（しもやま けんじ 早稲田大学法学学術院教授） 
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踏切道改良促進法等の一部を改正する法律 

（令和３年３月31日法律第９号） 
 
 

権   奇 法 
 
 
 1. はじめに 
 
 踏切道改良促進法（昭和36年法律第195号、以下、「踏切法」という。）は、昭和36年、
踏切事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的として制定された。本法律により、
制定以降の５か年間で、交通量、踏切事故の発生状況等を考慮したうえで、改良すべき踏
切道の指定が行われ、その改良が進められてきたが、改良すべき踏切道が数多く残されて
いること、踏切事故防止対策を引き続き講じる必要があること等の理由から、昭和41年以
降、計11回にわたり指定期間を延長する等の法改正が行われて、現在に至っている。 
 そして、第204回国会において、「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」が、
衆参両院で全会一致で可決・成立し、令和３年３月31日、法律第９号として公布され、翌
４月１日から施行された。 
 改正法案は、踏切の安全対策の更なる推進や、事前防災及び災害時の迅速な応急復旧を
可能にするための装置を講ずるため、踏切法や道路法のほかに、鉄道事業法等の改正を行
うものである。以下では、法律案の提出に至る経緯及び概要を整理し、改正内容と国会に
おける審議内容を踏まえ、検討を加えることとする。また、本改正が地方公共団体へ及ぼ
す影響及び今後の課題についても触れることとする。 
 
 
 2. 法案提出の背景と経緯 
 
(１) 踏切道改良促進法関係 
  １）踏切道改良促進法の概要 
    踏切法は、「踏切道」を鉄道と道路法による道路が交差している場合と定義し
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（第２条）、国土交通大臣による指定制度とともに、地域の実情を反映した踏切道
の改良を進めるための、都道府県知事による国土交通大臣に対する指定申出制度が
設けられている（第３条）。国土交通大臣による指定があった場合、鉄道事業者及
び道路管理者は、改良の方法や改良に要する期間等を記載した「地方踏切道改良計
画」を作成して、国土交通大臣に提出することができる（第４条）。国土交通大臣
は、第３条による指定をしたときは、改良の方法や改良に要する期間等を記載した
「国踏切道改良計画」を作成する（第５条）。地方踏切道改良計画の作成及び実施
に当たっては、地域の実情に応じた計画を作成し効果的な対策を推進するため、踏
切道の所在地を管轄する都道府県知事、地方整備局長、地方運輸局長を構成員とす
る「地方踏切道改良協議会」を組織することができる（第６条）。そして、鉄道事
業者及び道路管理者は、第３条に規定する期間において、踏切道改良基準に適合す
る改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない（第７条）。その
ほか、国、都道府県又は市町村による、指定踏切道の改良費用の一部補助や資金の
無利子貸し付けができることとしている（第10条及び第11条）。 

 
  ２）踏切対策の取組み 
    踏切法が施行された昭和36年から、立体交差化や統廃合などの対策を進めてきた

結果、令和元年までの約60年の間その数は半減（71,070か所→33,004か所）してい
る。また、現在、全体の約90％が自動踏切警報機と自動遮断機が設置されている第
１種踏切道となっており、踏切道事故（5,482件→211件）や負傷者（2,359人→132
人）、死亡者（1,560人→84人）の数も着実に減少しているということができる。 

    しかし、依然として、約２日に１回のペースで事故が発生し、約４日に１人が死
亡しているのが現状である(１)。また、いわゆる「開かず踏切｣(２)が全国で539か所
（令和３年10月時点）存在し(３)、渋滞の大きな原因となっていることや、地震や
水害等の災害時において、踏切道が長時間遮断されることにより救急救命活動に支
障をきたす事例が発生したことも課題として明らかになっていた。さらに、高齢者
や障害者等の移動制約者が踏切道を渡り切れずに死亡する事故を防ぐための、踏切 

 
(１) 国土交通省鉄道局「鉄軌道輸送の安全に関わる情報（令和元年度）」（令和２年10月）。 
(２) ピーク時の１時間あたりの遮断時間が40分以上の踏切のことをいう。 
(３) 国土交通省「踏切道安全通行カルテ」（https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_03.html）。

2022年８月31日最終アクセス。 
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【図表１】踏切道数及び踏切道事故件数の推移 
 

 
出所：国土交通省鉄道局「鉄軌道輸送の安全に関わる情報（令和元年度）」（令和２年10月）49頁。 
   第１種：自動踏切警報機と自動遮断機が設置されているもの 
   第２種：一部の時間帯のみ踏切保安係が遮断機を操作するもの 
   第３種：遮断機はないが踏切警報機が設置されているもの 
   第４種：踏切警報機や遮断機が設置されておらず、踏切保安係も配置されていないもの 
 
   道のバリアフリー化も課題となっていた。 
 
  ３）改正に向けた議論 
    令和３年３月29日、内閣府に設置された中央交通安全対策会議の「第11次交通安

全基本計画」は、「踏切道における交通の安全」として、①踏切道の立体交差化、
構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進、②踏切保安設備の整備及び交
通規制の実施、③踏切道の統廃合の促進等を対策の柱とし、令和７年までに踏切事
故件数を令和２年と比較して約１割削減することを目指すとした。 

    令和３年５月28日閣議決定された、「第５次社会資本整備重点計画（令和３年度
から７年度の計画期間）」においては、立体交差化や踏切保安設備等の整備に加え、
周辺の迂回路整備も含めた総合的な事故対策を推進すること等が重点施策として盛
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（第２条）、国土交通大臣による指定制度とともに、地域の実情を反映した踏切道
の改良を進めるための、都道府県知事による国土交通大臣に対する指定申出制度が
設けられている（第３条）。国土交通大臣による指定があった場合、鉄道事業者及
び道路管理者は、改良の方法や改良に要する期間等を記載した「地方踏切道改良計
画」を作成して、国土交通大臣に提出することができる（第４条）。国土交通大臣
は、第３条による指定をしたときは、改良の方法や改良に要する期間等を記載した
「国踏切道改良計画」を作成する（第５条）。地方踏切道改良計画の作成及び実施
に当たっては、地域の実情に応じた計画を作成し効果的な対策を推進するため、踏
切道の所在地を管轄する都道府県知事、地方整備局長、地方運輸局長を構成員とす
る「地方踏切道改良協議会」を組織することができる（第６条）。そして、鉄道事
業者及び道路管理者は、第３条に規定する期間において、踏切道改良基準に適合す
る改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない（第７条）。その
ほか、国、都道府県又は市町村による、指定踏切道の改良費用の一部補助や資金の
無利子貸し付けができることとしている（第10条及び第11条）。 

 
  ２）踏切対策の取組み 
    踏切法が施行された昭和36年から、立体交差化や統廃合などの対策を進めてきた

結果、令和元年までの約60年の間その数は半減（71,070か所→33,004か所）してい
る。また、現在、全体の約90％が自動踏切警報機と自動遮断機が設置されている第
１種踏切道となっており、踏切道事故（5,482件→211件）や負傷者（2,359人→132
人）、死亡者（1,560人→84人）の数も着実に減少しているということができる。 

    しかし、依然として、約２日に１回のペースで事故が発生し、約４日に１人が死
亡しているのが現状である(１)。また、いわゆる「開かず踏切｣(２)が全国で539か所
（令和３年10月時点）存在し(３)、渋滞の大きな原因となっていることや、地震や
水害等の災害時において、踏切道が長時間遮断されることにより救急救命活動に支
障をきたす事例が発生したことも課題として明らかになっていた。さらに、高齢者
や障害者等の移動制約者が踏切道を渡り切れずに死亡する事故を防ぐための、踏切 

 
(１) 国土交通省鉄道局「鉄軌道輸送の安全に関わる情報（令和元年度）」（令和２年10月）。 
(２) ピーク時の１時間あたりの遮断時間が40分以上の踏切のことをいう。 
(３) 国土交通省「踏切道安全通行カルテ」（https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_03.html）。

2022年８月31日最終アクセス。 
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【図表１】踏切道数及び踏切道事故件数の推移 
 

 
出所：国土交通省鉄道局「鉄軌道輸送の安全に関わる情報（令和元年度）」（令和２年10月）49頁。 
   第１種：自動踏切警報機と自動遮断機が設置されているもの 
   第２種：一部の時間帯のみ踏切保安係が遮断機を操作するもの 
   第３種：遮断機はないが踏切警報機が設置されているもの 
   第４種：踏切警報機や遮断機が設置されておらず、踏切保安係も配置されていないもの 
 
   道のバリアフリー化も課題となっていた。 
 
  ３）改正に向けた議論 
    令和３年３月29日、内閣府に設置された中央交通安全対策会議の「第11次交通安

全基本計画」は、「踏切道における交通の安全」として、①踏切道の立体交差化、
構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進、②踏切保安設備の整備及び交
通規制の実施、③踏切道の統廃合の促進等を対策の柱とし、令和７年までに踏切事
故件数を令和２年と比較して約１割削減することを目指すとした。 

    令和３年５月28日閣議決定された、「第５次社会資本整備重点計画（令和３年度
から７年度の計画期間）」においては、立体交差化や踏切保安設備等の整備に加え、
周辺の迂回路整備も含めた総合的な事故対策を推進すること等が重点施策として盛

－ 189 －



－ 4 － 

り込まれている。令和７年度までに踏切事故件数の約１割削減に加え、踏切遮断に
よる損失時間を98万人・時/日（平成30年度103万人・時/日）とする指標を定めて
いる。  

    道路のバリアフリー化について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律」（平成30年法律第32号）に基づき、全国の主要鉄道駅周辺で多数の高
齢者等の利用が見込まれる道路を「特定道路」として指定し、道路のバリアフリー
化を推進している。令和元年７月、これまでの主要鉄道駅と福祉施設等を結ぶ道路
等に加え、新たに福祉施設等を相互に結ぶ道路を特定道路に指定したことにより、
特定道路上の踏切道がこれまでの63か所から約５倍の345か所に増加することに
なった。このうち、踏切法により指定された踏切道は76か所、うち43か所は除却予
定であるが、269か所の踏切道が未指定であるため、バリアフリー化を更に推進す
る必要性が高まっていた(４)。 

 
(２) 道路法改正関連 
  １）道路管理の課題 
   ① 防災拠点としての「道の駅」の活用の推進 
     道の駅(５)は、災害時において、災害復旧車両の中継基地、支援物資の集配基

地、一時避難場所として場所の提供や、炊き出し、食料配布など、重要な防災拠
点として活用されている。一方、非常時であっても災害対応専用にできないこと
や、防災機能確保のための設備・体制の強化、災害規模に応じた道路区域外の施
設の一体的な活用などが課題とされていた。 

 
   ② 緊急輸送道路沿道の電柱・立木等の管理 
     平成25年の道路法の改正により、災害が発生した場合における被害の拡大を防

止するために特に必要があると認める場合、道路法の規定(６)にかかわらず、区
 

(４) 国土交通省「踏切対策の推進について」（社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会資料、
令和２年12月３日）。 

(５) 1993年の制度開始当初に105駅だった道の駅は、2019年６月現在、全国で1,160か所存在する
とされている。東佑亮『「道の駅」第３ステージの提言 ― 「地方創生・観光を加速する拠点
へ」』国際交通安全学会誌45巻１号18頁。 

(６) 道路法第36条第２項は、電気事業や水道事業等の公益性を有する事業にかかる道路占用につ
いては、占用許可の基準に適合する限り、許可を与えなければならないものとしている。 
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域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるようになり（道路
法第37条）、この規定に基づき新設電柱の占用を禁止する措置を実施している。
また、沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務（第44条）を定め、道路
管理者は、特に必要があると認める場合においては、土地等の管理者に対して、
施設の設置等、道路の構造の損害又は交通の危険を防止するため必要な措置を講
ずべきことを命ずることができる（同条第４項）こととしている。 

     他方、近年、道路区域外から電柱や木が倒れたことが原因で、緊急輸送道路を
はじめとする重要な道路が長時間にわたって遮断され、住民の日常生活に支障が
生じる事態が発生(７)している。しかし、現行制度では、道路管理者は、道路区
域外の沿道区域を指定し、当該沿道区域内にある工作物についてその管理者に対
し、道路における構造への損害又は交通への危険が生じないようにする措置命令
は行うことができるが、工作物の設置そのものについては対応する手段が設けら
れていないことから、災害時に緊急輸送道路等の交通を確保するための沿道にお
ける工作物の管理の在り方が課題となっていた。  

 
   ③ 道路の災害復旧等の権限代行 
     自然災害の頻発かつ激甚化するなかで、道路法においては、被災自治体からの

要請に基づく国による災害復旧の代行制度が導入され、実際に、令和２年７月豪
雨では、国による災害復旧の代行事業が実施されている。また、「大規模災害か
らの復興に関する法律」に基づく「非常災害」の政令指定が閣議決定され、熊本
県が同法に基づき球磨村道の災害復旧の代行事業を実施した。従来、都道府県に
よる市町村管理道路の災害復旧工事の代行制度は、道路法に定めはなく、大規模
災害復興法に定める「特定大規模災害」等に該当する場合（第２条第９号）や、
「災害対策基本法」上の、被災市町村の行政機能が壊滅的に失われた災害（第73
条第１項）に限定されていた。しかしながら、近年の災害の頻発化を踏まえ、特
定大規模災害等に該当しない災害が発生した場合にも、国・都道府県による災害
復旧工事の代行を認める必要性が高まっていた。 

  

 
(７) 例えば、令和元年の房総半島台風においては、電柱の倒壊や折損が多く発生した結果、約93

万戸が長時間にわたり停電し、日常生活において不便を余儀なくされた。 
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り込まれている。令和７年度までに踏切事故件数の約１割削減に加え、踏切遮断に
よる損失時間を98万人・時/日（平成30年度103万人・時/日）とする指標を定めて
いる。  

    道路のバリアフリー化について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律」（平成30年法律第32号）に基づき、全国の主要鉄道駅周辺で多数の高
齢者等の利用が見込まれる道路を「特定道路」として指定し、道路のバリアフリー
化を推進している。令和元年７月、これまでの主要鉄道駅と福祉施設等を結ぶ道路
等に加え、新たに福祉施設等を相互に結ぶ道路を特定道路に指定したことにより、
特定道路上の踏切道がこれまでの63か所から約５倍の345か所に増加することに
なった。このうち、踏切法により指定された踏切道は76か所、うち43か所は除却予
定であるが、269か所の踏切道が未指定であるため、バリアフリー化を更に推進す
る必要性が高まっていた(４)。 

 
(２) 道路法改正関連 
  １）道路管理の課題 
   ① 防災拠点としての「道の駅」の活用の推進 
     道の駅(５)は、災害時において、災害復旧車両の中継基地、支援物資の集配基

地、一時避難場所として場所の提供や、炊き出し、食料配布など、重要な防災拠
点として活用されている。一方、非常時であっても災害対応専用にできないこと
や、防災機能確保のための設備・体制の強化、災害規模に応じた道路区域外の施
設の一体的な活用などが課題とされていた。 

 
   ② 緊急輸送道路沿道の電柱・立木等の管理 
     平成25年の道路法の改正により、災害が発生した場合における被害の拡大を防

止するために特に必要があると認める場合、道路法の規定(６)にかかわらず、区
 

(４) 国土交通省「踏切対策の推進について」（社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会資料、
令和２年12月３日）。 

(５) 1993年の制度開始当初に105駅だった道の駅は、2019年６月現在、全国で1,160か所存在する
とされている。東佑亮『「道の駅」第３ステージの提言 ― 「地方創生・観光を加速する拠点
へ」』国際交通安全学会誌45巻１号18頁。 

(６) 道路法第36条第２項は、電気事業や水道事業等の公益性を有する事業にかかる道路占用につ
いては、占用許可の基準に適合する限り、許可を与えなければならないものとしている。 
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域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるようになり（道路
法第37条）、この規定に基づき新設電柱の占用を禁止する措置を実施している。
また、沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務（第44条）を定め、道路
管理者は、特に必要があると認める場合においては、土地等の管理者に対して、
施設の設置等、道路の構造の損害又は交通の危険を防止するため必要な措置を講
ずべきことを命ずることができる（同条第４項）こととしている。 

     他方、近年、道路区域外から電柱や木が倒れたことが原因で、緊急輸送道路を
はじめとする重要な道路が長時間にわたって遮断され、住民の日常生活に支障が
生じる事態が発生(７)している。しかし、現行制度では、道路管理者は、道路区
域外の沿道区域を指定し、当該沿道区域内にある工作物についてその管理者に対
し、道路における構造への損害又は交通への危険が生じないようにする措置命令
は行うことができるが、工作物の設置そのものについては対応する手段が設けら
れていないことから、災害時に緊急輸送道路等の交通を確保するための沿道にお
ける工作物の管理の在り方が課題となっていた。  

 
   ③ 道路の災害復旧等の権限代行 
     自然災害の頻発かつ激甚化するなかで、道路法においては、被災自治体からの

要請に基づく国による災害復旧の代行制度が導入され、実際に、令和２年７月豪
雨では、国による災害復旧の代行事業が実施されている。また、「大規模災害か
らの復興に関する法律」に基づく「非常災害」の政令指定が閣議決定され、熊本
県が同法に基づき球磨村道の災害復旧の代行事業を実施した。従来、都道府県に
よる市町村管理道路の災害復旧工事の代行制度は、道路法に定めはなく、大規模
災害復興法に定める「特定大規模災害」等に該当する場合（第２条第９号）や、
「災害対策基本法」上の、被災市町村の行政機能が壊滅的に失われた災害（第73
条第１項）に限定されていた。しかしながら、近年の災害の頻発化を踏まえ、特
定大規模災害等に該当しない災害が発生した場合にも、国・都道府県による災害
復旧工事の代行を認める必要性が高まっていた。 

  

 
(７) 例えば、令和元年の房総半島台風においては、電柱の倒壊や折損が多く発生した結果、約93

万戸が長時間にわたり停電し、日常生活において不便を余儀なくされた。 
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  ２）改正に向けた議論 
    国土交通省は、平成31年１月、「新『道の駅』のあり方検討会」（委員長：石田

東生筑波大学名誉教授）を設置し、令和２年から令和７年の新たなステージ（第３
ステージ）に向けた議論を開始、計７回にわたる議論を経て、同検討会の提言が行
われた。提言では、「『地方創生・観光を加速する拠点』へ＋『ネットワーク化で
活力ある地域デザインにも貢献』」を新たなコンセプトとして(８)、①「道の駅」
を世界ブランドへ、②新「防災道の駅」が全国の安心拠点に、③あらゆる世代が活
躍する舞台となる地域センターに、が示された。 

    また、令和２年５月29日、中央防災会議決定の「防災基本計画」においては、
「国及び地方公共団体は、防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付
け、その機能強化に努めるものとする」と記載された。 

 
(３) 鉄道事業法改正関連 
  １）鉄道路管理の課題 
    災害時に線路に隣接する他人の土地からの倒木や土砂流入等により運転休止とな

り、運転再開に日数を要する事例が発生している(９)。鉄道事業者は、災害発生時
に鉄道の早期復旧のため、土地所有者等の同意を得て、鉄道用地外を資材置場や作
業場として一時的に使用することがある。 

    鉄道事業法第22条に他人の土地一時使用についての規定があるが、運用上の明確
な基準がなく、また用途が材料置場に限定されている。そのため、鉄道用地外の土
地所有者等の同意が得られず、また同条の規定を活用することができないため、作
業に支障を来したことがある等の問題も生じている。また、鉄道用地外からの土砂
の流入や倒木により輸送障害が発生しているが、所有者等の同意が得られず復旧が
遅れるなどの事例も発生していることも課題となっていた。 

 
  ２）改正に向けた議論 
    国土交通省は、「鉄道用地外からの災害対応検討会」（座長：家田仁政策研究大

 
(８) ちなみに、第１ステージと第２ステージのコンセプトは、それぞれ「通過する道路利用者へ

のサービス提供の場」と「道の駅自体が目的地となる」となっていた。 
(９) 平成30年７月豪雨においては、全国で最大32事業者（115路線）が運転休止になり、そのう

ちＪＲ山陽線は、斜面崩壊等により全線の運転再開に約３か月間を要していた。 
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学院大学教授）を設置し、鉄道用地外からの災害に対応するための法制度を含めた
改善策の検討を行い、令和２年12月に、同検討会から、「鉄道用地外からの災害リ
スクへの提言～『鉄道用地外からの災害対応検討会』のとりまとめ～」が提出され
た。提言では、電気、通信、道路の場合は事前対策や応急復旧時の鉄道用地外の土
地の一時利用等の権限について、電気事業法、電気通信事業法等との比較において、
鉄道の場合は法的根拠が十分でないことが挙げられ、鉄道においても、電気事業法、
電気通信事業法等に規定されているように、樹木の伐採等に加え、隣接地への立入
り、一時使用等が可能となるよう検討すべきとされた。  

 
(４) 法案の提出 
   以上のような経緯を経て法案が作成され、令和３年１月29日閣議決定され、同日、

第204回国会に提出された。なお、本法律案は予算関連法案であり、令和３年度一般
会計予算に、連続立体交差事業資金貸付金2,500万円が、また、鉄道施設総合安全対
策事業費補助に係る経費43億800万円の中に所要の経費が計上されている。 

 
 
 3. 法案の内容 
 
(１) 踏切道改良促進法の一部改正 
  １）改良すべき踏切道の指定方法の見直し 
   ① 国土交通大臣による改良すべき踏切道の指定に係る５か年の期限を定めないこ

ととし、当該指定については、道路又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよ
う行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、踏切道の周辺の地域
の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うものとした（第３条第１
項及び第２項関係）。 

     ５か年の期限を設けることで、指定期間内に改良を実施しなければならず、事
業や計画の調整に５年以上を要するか所や改良期限が近くなった場合は、指定自
体が困難となり、対策の促進の支障となっている現状があることから、関係者間
の調整及び実施に相当の期間を要する立体交差化等の改良を中長期にわたって実
施することができるように、指定期間を撤廃し、機動的に指定することができる
ようにしたのである。 
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  ２）改正に向けた議論 
    国土交通省は、平成31年１月、「新『道の駅』のあり方検討会」（委員長：石田

東生筑波大学名誉教授）を設置し、令和２年から令和７年の新たなステージ（第３
ステージ）に向けた議論を開始、計７回にわたる議論を経て、同検討会の提言が行
われた。提言では、「『地方創生・観光を加速する拠点』へ＋『ネットワーク化で
活力ある地域デザインにも貢献』」を新たなコンセプトとして(８)、①「道の駅」
を世界ブランドへ、②新「防災道の駅」が全国の安心拠点に、③あらゆる世代が活
躍する舞台となる地域センターに、が示された。 

    また、令和２年５月29日、中央防災会議決定の「防災基本計画」においては、
「国及び地方公共団体は、防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付
け、その機能強化に努めるものとする」と記載された。 

 
(３) 鉄道事業法改正関連 
  １）鉄道路管理の課題 
    災害時に線路に隣接する他人の土地からの倒木や土砂流入等により運転休止とな

り、運転再開に日数を要する事例が発生している(９)。鉄道事業者は、災害発生時
に鉄道の早期復旧のため、土地所有者等の同意を得て、鉄道用地外を資材置場や作
業場として一時的に使用することがある。 

    鉄道事業法第22条に他人の土地一時使用についての規定があるが、運用上の明確
な基準がなく、また用途が材料置場に限定されている。そのため、鉄道用地外の土
地所有者等の同意が得られず、また同条の規定を活用することができないため、作
業に支障を来したことがある等の問題も生じている。また、鉄道用地外からの土砂
の流入や倒木により輸送障害が発生しているが、所有者等の同意が得られず復旧が
遅れるなどの事例も発生していることも課題となっていた。 

 
  ２）改正に向けた議論 
    国土交通省は、「鉄道用地外からの災害対応検討会」（座長：家田仁政策研究大

 
(８) ちなみに、第１ステージと第２ステージのコンセプトは、それぞれ「通過する道路利用者へ

のサービス提供の場」と「道の駅自体が目的地となる」となっていた。 
(９) 平成30年７月豪雨においては、全国で最大32事業者（115路線）が運転休止になり、そのう

ちＪＲ山陽線は、斜面崩壊等により全線の運転再開に約３か月間を要していた。 
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学院大学教授）を設置し、鉄道用地外からの災害に対応するための法制度を含めた
改善策の検討を行い、令和２年12月に、同検討会から、「鉄道用地外からの災害リ
スクへの提言～『鉄道用地外からの災害対応検討会』のとりまとめ～」が提出され
た。提言では、電気、通信、道路の場合は事前対策や応急復旧時の鉄道用地外の土
地の一時利用等の権限について、電気事業法、電気通信事業法等との比較において、
鉄道の場合は法的根拠が十分でないことが挙げられ、鉄道においても、電気事業法、
電気通信事業法等に規定されているように、樹木の伐採等に加え、隣接地への立入
り、一時使用等が可能となるよう検討すべきとされた。  

 
(４) 法案の提出 
   以上のような経緯を経て法案が作成され、令和３年１月29日閣議決定され、同日、

第204回国会に提出された。なお、本法律案は予算関連法案であり、令和３年度一般
会計予算に、連続立体交差事業資金貸付金2,500万円が、また、鉄道施設総合安全対
策事業費補助に係る経費43億800万円の中に所要の経費が計上されている。 

 
 
 3. 法案の内容 
 
(１) 踏切道改良促進法の一部改正 
  １）改良すべき踏切道の指定方法の見直し 
   ① 国土交通大臣による改良すべき踏切道の指定に係る５か年の期限を定めないこ

ととし、当該指定については、道路又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよ
う行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、踏切道の周辺の地域
の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うものとした（第３条第１
項及び第２項関係）。 

     ５か年の期限を設けることで、指定期間内に改良を実施しなければならず、事
業や計画の調整に５年以上を要するか所や改良期限が近くなった場合は、指定自
体が困難となり、対策の促進の支障となっている現状があることから、関係者間
の調整及び実施に相当の期間を要する立体交差化等の改良を中長期にわたって実
施することができるように、指定期間を撤廃し、機動的に指定することができる
ようにしたのである。 
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     また、国土交通大臣が改良すべき踏切道を指定するに当たっては、交通安全基
本計画等の国の５か年計画と連動して、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、
踏切道の周辺の地域の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うもの
とした。 

 
   ② 市町村長が、当該市町村の区域内に存する踏切道のうち、移動等円滑化の促進

の必要性その他の地域の事情を考慮して踏切道改良基準に適合する改良の方法に
より改良することが必要と認められる踏切道について、改良すべき踏切道の指定
をすべき旨を、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申し出ることができる
ものとした（第３条第５項関係）。 

     現行法上の都道府県知事による改良すべき踏切道の指定の申出（第３条第２項）
に加え、都道府県を経由した市町村長の指定の申出制度を創設したものである。
「移動等円滑化」とは、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負
担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向
上することをいい(10)、当該市町村の区域内にある踏切道のバリアフリー化推進
等のため必要なとき、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並
びに地方踏切道改良協議会の意見を聴いたうえで、指定を申し出ることができる。 

 
  ２）地方踏切道改良計画の作成及び提出 
    改良すべき踏切道の指定に係る鉄道事業者及び道路管理者（国土交通大臣である

道路管理者を除く。）は、国土交通大臣が指定する期日までに、地方踏切道改良計
画を作成して、国土交通大臣に提出しなければならないものとした。ただし、比較
的短期間に完了する踏切道の改良の方法により改良する場合は、この限りでない
（第４条第１項関係）。 

    改正前においては、原則として、５か年の期限までに踏切道の改良を実施しなけ
ればならないこととし、当該期限までに改良を実施できない場合は地方踏切道改良
計画の作成、提出が必要とされていたが、中長期にわたる抜本的な対策を必要とす
る踏切道の改良を対策の中心に据えることを目的として、指定期間を撤廃し、機動

 
(10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（「バリアフリー法」）第２条第２

号。 
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的に指定することができるようにすることに併せ、原則として国土交通大臣が指定
する期日までに、地方踏切道改良計画の作成、提出を義務付けることとした。 

 
  ３）踏切道密接関連道路の改良 
    踏切道の改良について、踏切道と交通上密接な関連を有する「踏切道密接関連道

路」の改良（「特定道路改良」）を含むものとした（第３条第１項関係）。 
    この特定道路改良により、すでに立体交差化されている道路への交通転換を図り、

その上で踏切道を除却することが可能となる。 
    地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画には、当該踏切道に係る他の道路管理

者が管理する特定道路改良の方法に関する事項を、あらかじめ、当該他の道路管理
者の同意を得て、記載することができるものとし、その場合においては、当該他の
道路管理者は、これらの計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない
ものとした（第４条第４項及び第５項、第６条第３項並びに第11条第３項関係）。 

    地方踏切道改良計画に特定道路改良の方法を記載するときは、あらかじめ、当該
他の道路管理者の同意を得なければならない。ただし、地方踏切道改良計画を作成
する前に、協議会において、当該事項の記載について協議が成立したときは、この
限りでない。 

    地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に特定道路改良の方法が記載された場
合、鉄道事業者及び道路管理者並びに特定道路改良に係る他の道路管理者は、地方
踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければ
ならない。 

    踏切道の道路管理者は、道路法の規定にかかわらず、地方踏切道改良計画又は国
踏切道改良計画に記載された特定道路改良を行うことができるものとし、その場合
においては、当該踏切道密接関連道路の道路管理者に代わってその権限を行うもの
とした（第７条関係）。 

    特定道路改良が改良方法として追加されたことに合わせて、踏切道の道路管理者
が他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良について必要に応じて代行
できることとしたのである。 

 
  ４）道路外滞留施設の整備又は管理に係る協定制度の創設 
    地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画には、当該踏切道における安全かつ円
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     また、国土交通大臣が改良すべき踏切道を指定するに当たっては、交通安全基
本計画等の国の５か年計画と連動して、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、
踏切道の周辺の地域の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うもの
とした。 

 
   ② 市町村長が、当該市町村の区域内に存する踏切道のうち、移動等円滑化の促進

の必要性その他の地域の事情を考慮して踏切道改良基準に適合する改良の方法に
より改良することが必要と認められる踏切道について、改良すべき踏切道の指定
をすべき旨を、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申し出ることができる
ものとした（第３条第５項関係）。 

     現行法上の都道府県知事による改良すべき踏切道の指定の申出（第３条第２項）
に加え、都道府県を経由した市町村長の指定の申出制度を創設したものである。
「移動等円滑化」とは、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負
担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向
上することをいい(10)、当該市町村の区域内にある踏切道のバリアフリー化推進
等のため必要なとき、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並
びに地方踏切道改良協議会の意見を聴いたうえで、指定を申し出ることができる。 

 
  ２）地方踏切道改良計画の作成及び提出 
    改良すべき踏切道の指定に係る鉄道事業者及び道路管理者（国土交通大臣である

道路管理者を除く。）は、国土交通大臣が指定する期日までに、地方踏切道改良計
画を作成して、国土交通大臣に提出しなければならないものとした。ただし、比較
的短期間に完了する踏切道の改良の方法により改良する場合は、この限りでない
（第４条第１項関係）。 

    改正前においては、原則として、５か年の期限までに踏切道の改良を実施しなけ
ればならないこととし、当該期限までに改良を実施できない場合は地方踏切道改良
計画の作成、提出が必要とされていたが、中長期にわたる抜本的な対策を必要とす
る踏切道の改良を対策の中心に据えることを目的として、指定期間を撤廃し、機動

 
(10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（「バリアフリー法」）第２条第２

号。 
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的に指定することができるようにすることに併せ、原則として国土交通大臣が指定
する期日までに、地方踏切道改良計画の作成、提出を義務付けることとした。 

 
  ３）踏切道密接関連道路の改良 
    踏切道の改良について、踏切道と交通上密接な関連を有する「踏切道密接関連道

路」の改良（「特定道路改良」）を含むものとした（第３条第１項関係）。 
    この特定道路改良により、すでに立体交差化されている道路への交通転換を図り、

その上で踏切道を除却することが可能となる。 
    地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画には、当該踏切道に係る他の道路管理

者が管理する特定道路改良の方法に関する事項を、あらかじめ、当該他の道路管理
者の同意を得て、記載することができるものとし、その場合においては、当該他の
道路管理者は、これらの計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない
ものとした（第４条第４項及び第５項、第６条第３項並びに第11条第３項関係）。 

    地方踏切道改良計画に特定道路改良の方法を記載するときは、あらかじめ、当該
他の道路管理者の同意を得なければならない。ただし、地方踏切道改良計画を作成
する前に、協議会において、当該事項の記載について協議が成立したときは、この
限りでない。 

    地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に特定道路改良の方法が記載された場
合、鉄道事業者及び道路管理者並びに特定道路改良に係る他の道路管理者は、地方
踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければ
ならない。 

    踏切道の道路管理者は、道路法の規定にかかわらず、地方踏切道改良計画又は国
踏切道改良計画に記載された特定道路改良を行うことができるものとし、その場合
においては、当該踏切道密接関連道路の道路管理者に代わってその権限を行うもの
とした（第７条関係）。 

    特定道路改良が改良方法として追加されたことに合わせて、踏切道の道路管理者
が他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良について必要に応じて代行
できることとしたのである。 

 
  ４）道路外滞留施設の整備又は管理に係る協定制度の創設 
    地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画には、当該踏切道における安全かつ円
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滑な交通の確保を図るために必要であると認められるときは、道路外滞留施設の整
備又は管理に関する事項を、あらかじめ、道路外滞留施設の所有者等の同意を得て、
記載することができるものとした（第４条第６項及び第７項並びに第６条第３項関
係）。 

    踏切遮断時の歩行者等の混雑や事故の防止のためには、道路の拡幅又は滞留ス
ペースの確保が必要であるが、実際、用地買収等による道路の拡幅等が困難な場合
が多い。このような場合に、道路管理者等が、踏切前後の低未利用地等を活用する
ため、あらかじめ、道路外滞留施設(11)の所有者等の同意を得て、地方踏切道改良
計画又は国踏切道改良計画に記載することができる。 

    踏切道の指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏
切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備又は管理を行うため、道路外滞留
施設の所有者等との間において、その全員の合意により、滞留施設協定を締結して、
当該道路外滞留施設の整備又は管理を行うことができるものとした（第８条関係）。 

    滞留施設協定を締結しようとするときは公告及び縦覧を行い、これを締結したと
きはその旨の公示等を行うものとし、当該公示のあった滞留施設協定は、その公示
の後において道路外滞留施設の所有者等となった者に対しても、その効力があるも
のとし、いわゆる第三者効を認めている（第９条及び第10条関係）。 

 
  ５）改良後の踏切道に係る評価の実施 
    踏切道の指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、踏切道の改良を完了したとき

は、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その
他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければなら
ないものとし、当該鉄道事業者及び道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を
除く。）は、評価を実施したときは、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なけ
ればならないものとした（第12条関係）。 

    国土交通大臣は、届出を受けた場合において、踏切道の改良の完了後においても
なお国土交通省令で定める基準に該当することとなる踏切道について、安全かつ円
滑な交通の確保を図ることが特に必要であると認めるときは、踏切道の指定に係る

 
(11) 踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路その他の当該道路の区域外にある施設であっ

て歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供することができるものとして国土交通省令で定める
ものをいう。 

－ 11 － 

鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、地方踏切道改良計画の変更そ
の他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる（第17条第３項関係）。 

    ５年を超える対策が中心となっていることや改良方法の多様化したことを踏まえ、
改良の効果を検証する必要があることから、新たに評価制度を導入し、その結果の
届出を義務付けたものである。また、評価制度の導入と合わせて、国土交通大臣が
追加的対策を講じることを勧告することができるようにし、ＰＤＣＡの強化を図っ
たものである。 

 
  ６）災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定制度の創設 
    国土交通大臣は、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を

図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道
路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏
切道のうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認
められるものを指定するものとした（第13条第１項関係）。 

    踏切道災害時管理基準とは、災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべ
き措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領の作成、当該措置に関する訓練の実
施その他の災害が発生した場合における踏切道の適確な管理のために必要な事項に
関する国土交通省令で定める基準のことである。 

    緊急輸送道路、重要物流道路等の踏切道に関し、災害時における緊急連絡体制の
確保、関係機関への情報提供等の管理の方法について管理の方法を定めるべき踏切
道の指定制度を創設したものである。優先事項が異なる鉄道事業者及び道路管理者
を調整し、踏切道を優先的に開放する等の措置が確実に実施されるようにするため
の制度である。また、都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に該当するもの
のうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認めら
れる踏切道について、国土交通大臣に対して、指定を申し出ることができる（第13
条第２項）。 

    上記指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、国土交通大臣が指定する期限まで
に、協議により指定に係る踏切道の管理の方法を定め、国土交通大臣に提出しなけ
ればならない（第14条第１項）。協議が調わない、又は協議をすることができない
ときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することが
でき、国土交通大臣が裁定をした場合においては、協議が成立したものとみなされ
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滑な交通の確保を図るために必要であると認められるときは、道路外滞留施設の整
備又は管理に関する事項を、あらかじめ、道路外滞留施設の所有者等の同意を得て、
記載することができるものとした（第４条第６項及び第７項並びに第６条第３項関
係）。 

    踏切遮断時の歩行者等の混雑や事故の防止のためには、道路の拡幅又は滞留ス
ペースの確保が必要であるが、実際、用地買収等による道路の拡幅等が困難な場合
が多い。このような場合に、道路管理者等が、踏切前後の低未利用地等を活用する
ため、あらかじめ、道路外滞留施設(11)の所有者等の同意を得て、地方踏切道改良
計画又は国踏切道改良計画に記載することができる。 

    踏切道の指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏
切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備又は管理を行うため、道路外滞留
施設の所有者等との間において、その全員の合意により、滞留施設協定を締結して、
当該道路外滞留施設の整備又は管理を行うことができるものとした（第８条関係）。 

    滞留施設協定を締結しようとするときは公告及び縦覧を行い、これを締結したと
きはその旨の公示等を行うものとし、当該公示のあった滞留施設協定は、その公示
の後において道路外滞留施設の所有者等となった者に対しても、その効力があるも
のとし、いわゆる第三者効を認めている（第９条及び第10条関係）。 

 
  ５）改良後の踏切道に係る評価の実施 
    踏切道の指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、踏切道の改良を完了したとき

は、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その
他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければなら
ないものとし、当該鉄道事業者及び道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を
除く。）は、評価を実施したときは、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なけ
ればならないものとした（第12条関係）。 

    国土交通大臣は、届出を受けた場合において、踏切道の改良の完了後においても
なお国土交通省令で定める基準に該当することとなる踏切道について、安全かつ円
滑な交通の確保を図ることが特に必要であると認めるときは、踏切道の指定に係る

 
(11) 踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路その他の当該道路の区域外にある施設であっ

て歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供することができるものとして国土交通省令で定める
ものをいう。 
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鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、地方踏切道改良計画の変更そ
の他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる（第17条第３項関係）。 

    ５年を超える対策が中心となっていることや改良方法の多様化したことを踏まえ、
改良の効果を検証する必要があることから、新たに評価制度を導入し、その結果の
届出を義務付けたものである。また、評価制度の導入と合わせて、国土交通大臣が
追加的対策を講じることを勧告することができるようにし、ＰＤＣＡの強化を図っ
たものである。 

 
  ６）災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定制度の創設 
    国土交通大臣は、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を

図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道
路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏
切道のうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認
められるものを指定するものとした（第13条第１項関係）。 

    踏切道災害時管理基準とは、災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべ
き措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領の作成、当該措置に関する訓練の実
施その他の災害が発生した場合における踏切道の適確な管理のために必要な事項に
関する国土交通省令で定める基準のことである。 

    緊急輸送道路、重要物流道路等の踏切道に関し、災害時における緊急連絡体制の
確保、関係機関への情報提供等の管理の方法について管理の方法を定めるべき踏切
道の指定制度を創設したものである。優先事項が異なる鉄道事業者及び道路管理者
を調整し、踏切道を優先的に開放する等の措置が確実に実施されるようにするため
の制度である。また、都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に該当するもの
のうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認めら
れる踏切道について、国土交通大臣に対して、指定を申し出ることができる（第13
条第２項）。 

    上記指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、国土交通大臣が指定する期限まで
に、協議により指定に係る踏切道の管理の方法を定め、国土交通大臣に提出しなけ
ればならない（第14条第１項）。協議が調わない、又は協議をすることができない
ときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することが
でき、国土交通大臣が裁定をした場合においては、協議が成立したものとみなされ
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る（第14条第３項及び第５項）。 
    国土交通大臣は、提出された地方踏切道災害時管理方法が著しく不適当であると

認めるときは、その変更を指示することができ（第14条第８項）、正当な理由がな
く地方踏切道災害時管理方法を定めていないと認めるときは、当該鉄道事業者及び
道路管理者に対して、地方踏切道災害時管理方法を定めるべきことを勧告すること
ができる（第17条第４項）。 

 
  ７）地方踏切道改良協議会の協議事項の拡充 
    鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画の作成及び実施、災害が発生

した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道の改良の促進に関し必要な事
項について協議を行うため、地方踏切道改良協議会を組織することができるものと
した（第16条第１項関係）。 

    本改正において地方踏切道災害時管理方法の策定制度（第14条）を創設したこと
から、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理について協議会の協議事項
に追加したものである。協議会は、①鉄道事業者及び道路管理者、②踏切道の所在
地をその区域に含む都道府県の知事、③踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又
は北海道開発局長、④踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長をもって構成される。
また、協議会を組織する鉄道事業者及び道路管理者が必要があると認めるとき参加
できる者として、①関係市町村長、②道路協力団体、③その他当該鉄道事業者及び
道路管理者が必要と認める者が挙げられていたが、本改正において、④踏切道密接
関連道路の道路管理者が新たに追加されたのである。 

 
   そのほか、負担の対象となる費用及び補助の対象となる鉄道事業者の追加（第18条、

第19条、第21条関係）のほか、所要の改正が行われた。 
 
(２) 道路法等の一部改正 
  １）災害発生時における都道府県による市町村管理道路の代行制度の創設 
    都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村からの要請に基

づき、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道（当該都
道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。）について維持
（道路の啓開のために行うものに限る。）又は災害復旧に関する工事を当該市町村
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に代わって自ら行うことができるものとし、その場合においては、当該道路の道路
管理者に代わってその権限を行うものとした（第17条第８項及び第27条第４項関
係）。 

    近年、自然災害が頻発化し、激甚化している反面、災害復旧体制の確保が困難な
市町村が増えているのが現状である。このことを踏まえ、市町村からの要請を前提
に、都道府県が市町村管理道路の道路啓開、災害復旧を迅速に代行できる制度を創
設したものである。都道府県が代行できるのは、①市町村から要請があること、②
市町村の管理する当該道路が都道府県の管理する道路と交通上密接な関連を有する
ものであること、③当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実
施体制その他の地域の実情を勘案して、市町村が管理する当該道路の維持（道路啓
開）又は災害復旧に関する工事を市町村に代わって都道府県が自ら行うことが適当
であると認められること、の要件をすべて満たしているときである。「災害が発生
した場合において」とされており、災害の種類や規模は問わないものとされている。 

 
  ２）道路と鉄道との交差部分の管理の方法 
    指定区間(12)外の国道、都道府県道又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互

に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、
交差の方式の区分に応じて国土交通省令で定める基準に適合する当該交差部分の管
理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならないものとした。
ただし、立体交差以外の交差について、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の
指定（踏切法第13条第１項）があったときは、この限りでない（第31条の２第１項
関係）。 

    改正前は、新たに道路と鉄道とが相互に交差する場合における、道路管理者と鉄
道事業者等による事前の協議の成立を義務付けていたが、既存の交差部分の管理に
ついては規定がなかった。改正法においては、事前防災の観点から計画的な点検、
修繕（老朽化対策等）も含めた適確な管理を促すため、既存の交差部分の管理につ
いても、道路管理者と鉄道事業者等による協議の成立を努力義務として定めたもの
である。 

 
(12) 国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧

事業その他の管理を国土交通大臣が行う区間として、政令で指定する区間のことをいう（道路
法第13条第１項）。 
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    また、道路管理者又は鉄道事業者等の一方が交差部分の管理の方法についての上
記の協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除
き、これに応じなければならない（同条の２第２項）。国土交通大臣は、協議を求
められた他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該
協議を求めた者から申立てがあったときは、正当な理由がある場合に該当すると認
める場合を除き、その協議の開始又は再開を命ずることができる（同条の２第３
項）。 

    指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、
国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、交差の方式の区分に応じて国
土交通省令で定める基準に適合する当該交差部分の管理の方法を決定するものとし
た。ただし、立体交差以外の交差について災害時の管理の方法を定めるべき踏切道
の指定（踏切法第13条第１項）があったとき等は、この限りでない（第31条の２第
４項及び第５項関係）。 

 
  ３）沿道区域における損害予防義務の対象の見直し 
    沿道区域の指定においては、当該指定に係る沿道区域及び下記第44条第３項の防

止措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該
指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとした（第44第２項関
係）。 

    道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼす
べき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例（指定区間内の国道にあっ
ては、政令）で定める基準に従い、沿道区域として指定することができ（第44条第
１項）、沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を
公示しなければならない（同条第２項）。改正法は、沿道区域の指定においては、
当該指定に係る沿道区域及び損害等の防止措置（改正法第44条第３項）の対象とな
る土地、竹木又は工作物を定めるものとした。 

    沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又
は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その損害又は危険
を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を
講じなければならない土地、竹木又は工作物の管理者は、上記の公示されたものの
管理者に限るものとした（第44条第３項関係）。 
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    沿道区域及び損害等の防止措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定め、公示
するものとしたことから、沿道区域内にあるすべての土地、竹木又は工作物の管理
者に及んでいた損害等の防止義務を、上記の公示されたものの管理者に限定したの
である。 

 
  ４）沿道区域における工作物の設置に関する届出・勧告制度の創設 
    道路管理者は、沿道区域（第44条第３項により公示されたものに限る。）の全部

又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができるものとし、当該指定
をしようとする場合においては、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなけれ
ばならないものとした（第44条の２第１項及び第２項関係）。 

    改正前は、道路管理者は、道路区域外の沿道区域を指定し、当該沿道区域内にあ
る工作物についてその管理者に対し、道路における構造への損害又は交通への危険
が生じないようにする措置命令（道路法第44条第１項）をすることはできたが、工
作物の設置そのものについては対応する手段が設けられていなかった。しかし、台
風等の災害時に、緊急輸送道路等の沿道の電柱が倒壊して道路閉塞が発生し、緊急
輸送等の支障となる事例が発生する中で、道路区域外の道路の近接する場所に、倒
壊等により道路通行に支障をもたらすおそれのある電柱を新設する事例は引き続き
生じている。改正法では、沿道区域の全部又は一部を届出対象区域として指定し、
届出対象区域において電柱等の工作物を設置しようとする者に対し、道路管理者へ
の届出を義務付け（第44条の２第３項）、道路管理者は、必要に応じ、設置場所又
は設計の変更等を勧告することができる新たな制度を導入した（第44条の２第６項）
ものである。 

 
  ５）防災拠点自動車駐車場の指定制度の創設 
    国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、災害が発生した場合

における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持（道路の
啓開のために行うものに限る。）その他の広域災害応急対策（都道府県の区域を越
えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であって国土交通省令で定める
ものをいう。）の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるもの
について、防災拠点自動車駐車場として指定することができるものとし、当該指定
をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者
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えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であって国土交通省令で定める
ものをいう。）の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるもの
について、防災拠点自動車駐車場として指定することができるものとし、当該指定
をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者
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（国土交通大臣である道路管理者を除く。）に協議し、その同意を得るとともに、
その旨を公示しなければならないものとした（第48条の29の２関係）。 

    近年、大規模災害によって、道路が被災し通行できない場合などに、啓開や復旧
のために関係車両の待機場所や資材置き場として「道の駅」が有効に活用されてい
ることを踏まえ、国土交通大臣が、広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有す
る道の駅等を防災拠点自動車駐車場として指定する制度を創設したものである。 

    道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速や
かな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機
能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐
車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又は制
限することができるものとすること。この場合においては、当該防災拠点自動車駐
車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設
けた（第48条の29の３及び第48条の29の４関係）。 

    改正前は、道路管理者が道路の通行を禁止することはできたが（第46条第１項）、
自動車駐車場の利用を禁止又は制限する権限はなかった。しかし、災害が発生した
場合、道の駅等を防災拠点自動車駐車場として有効に活用するためには、一般車の
利用を禁止又は制限する必要があり、そのための措置を講じたものである。 

    道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広
域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、
あらかじめ、道路外災害応急対策施設の所有者等との間において、その全員の合意
により、災害応急対策施設管理協定を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管
理を行うことができるものとした（第48条の29の５関係）。 

    道路外災害応急対策施設とは、当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域
に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信施設その他災害応急対策に必要なもの
として政令で定める工作物又は施設をいう。道路管理者は、災害応急対策施設管理
協定を締結しようとするときは公告及び縦覧を行い、これを締結したときはその旨
の公示等を行うものとし、当該公示のあった災害応急対策施設管理協定は、その公
示の後に道路外災害応急対策施設の所有者等となった者に対しても、その効力があ
るものとした（第48条の29の６及び第48条の29の７）。  
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  ６）道路整備特別措置法の一部改正 
    独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（「機構」）又は地方道路公社は、

高速道路等の道路管理者に代わって、改正道路法第44条の２第６項による勧告及び
改正道路法第48条の29の３による防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限を行
うものとし、機構は改正道路法第48条の29の４により設けるべき道路標識を定め、
地方道路公社は道路標識を設けるものとした（第８条第１項及び第17条第１項関
係）。 

    道路整備特別措置法における「会社｣(13)に代わって、機構又は地方道路公社が、
沿道区域における損害予防のための勧告、利用の禁止又は制限措置の権限を行使す
ることができるようにしたものである。 

    会社が維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に
交差している場合においては、会社及び当該鉄道事業者等は、道路法等の規定にか
かわらず、交差の方式の区分に応じて国土交通省令で定める基準に適合する当該交
差部分の管理の方法について協議し、これを成立させなければならないものとした
（第９条第６項関係）。 

    地方道路公社が維持、修繕及び災害復旧を行う道路と鉄道事業者等の鉄道とが相
互に交差している場合においては、地方道路公社及び当該鉄道事業者等は、道路法
の規定にかかわらず、交差の方式の区分に応じて国土交通省令で定める基準に適合
する当該交差部分の管理の方法について協議し、これを成立させなければならない
ものとした（第17条第２項関係）。 

    有料道路の管理を総合的かつ効率的に行うという特別の目的をもって設立された
主体が管理することを踏まえ、道路等と鉄道が相互に交差している場合においては、
会社又は地方道路公社と当該鉄道事業者等は、交差の方式の区分に応じ、管理の方
法に関する協議と成立を義務付けたものである。 

 
  ７）高速自動車国道法の一部改正 
    高速自動車国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、

国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差部分の管理の方法で

 
(13) 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道

路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社のこと。 
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(13) 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道

路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社のこと。 
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あって安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に
適合するものを決定するものとした（第12条第２項関係）。 

    高速自動車国道と道路、鉄道、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路そ
の他の施設とが相互に交差する場合は、立体交差としなければならないこととなっ
ており（第10条）、事前防災の観点から計画的な点検、修繕（老朽化対策等）も含
めた適確な管理を促すための改正である。 

 
(３) 鉄道事業法の一部改正 
  １）国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表の対象の拡充 
    国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表の対象として、改正踏切法第

17条第３項による地方踏切道改良計画の変更その他の必要な措置を講ずべきことの
勧告及び同条第４項による地方踏切道災害時管理方法を定めるべきことの勧告を追
加した（第19条の３関係）。 

    本法案による踏切法の改正によって新たに勧告制度が創設（改正踏切法第17条第
３項）されたことから、これらに係る事項についても公表の対象として追加したも
のである。 

 
  ２）土地の使用の用途の拡充 
    鉄道事業者が、国土交通大臣による許可を受けて他人の土地を一時的に使用する

際の用途として、災害時における作業場等を追加した（第22条関係）。 
    近年、災害の応急復旧時に鉄道用地外の地権者の同意が得られず、復旧工事が遅

れる事例が発生している状況を踏まえ、鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受け
て、鉄道用地外を一時的に使用し、資材置場や作業ヤードとして使用できる仕組み
を創設し(14)、災害からの応急復旧機能を強化したものである。一方、電気事業法
や通信事業法においては、災害時などの緊急時に限り、大臣への事後報告により、
事業用地外の立入り一時使用ができる仕組みがあるが、このような仕組みは導入さ
れなかった。  

 
(14) これは、電気事業法（第４章第58条以下）及び電気通信事業法（第３章第２節第128条以下）

の仕組みを参考にしたものである。鉄道用地外からの災害対応検討会「鉄道用地外からの災害
リスクへの提言～『鉄道用地外からの災害対応検討会』のとりまとめ～」（令和２年12月）。 
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  ３）植物等の伐採等の制度の創設 
    鉄道事業者は、植物若しくは土石が鉄道線路その他の輸送の安全の確保に必要な

鉄道施設として国土交通省令で定めるものに障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれ
がある場合又は植物若しくは土石が当該鉄道施設に関する測量、実地調査若しくは
工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、国土交通大臣の許可を受
けて、その植物を伐採し、若しくは移植し、又はその土石を除去することができる
ものとした（第22条の２関係）。 

    近年の豪雨や台風災害において、鉄道線路に隣接する鉄道用地外からの土石の流
入や倒木が発生している状況を踏まえ、鉄道線路等に障害を及ぼし、又は及ぼすお
それがある場合、鉄道事業者が国土交通大臣の許可を得て、植物等の伐採ができる
ようにすることで、事前防災機能を強化したものである。 

 
 
 4. 国会における審議 
 
(１) 審議の経過と施行 
   本法案は、第204回国会において、閣法第13号として提出され、衆参両院の国土交

通委員会に付託された。衆参の国土交通委員会においては、いずれも反対会派はなく、
法律案の提案理由と法律案の概要の説明を除くと、それぞれ１回の審査で採決に至っ
ている。令和３年３月31日、参議院本会議において可決・成立し、同日令和３年法律
第９号として公布された。詳細な審議の経過は、以下のようになっている。 

 
【国会における審議経過】 
 

項 目 内 容 
衆議院議案受理年月日 令和３年１月９日 
衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 令和３年３月16日／国土交通 
衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 令和３年３月19日／可決 
衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 令和３年３月23日／可決 
衆議院審議時会派態度 全会一致 
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会；立憲民主党・無所

属；公明党；日本共産党；日本維新の会・無
所属の会；国民民主党・無所属クラブ 

参議院議案受理年月日 令和３年３月23日 
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めた適確な管理を促すための改正である。 

 
(３) 鉄道事業法の一部改正 
  １）国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表の対象の拡充 
    国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表の対象として、改正踏切法第

17条第３項による地方踏切道改良計画の変更その他の必要な措置を講ずべきことの
勧告及び同条第４項による地方踏切道災害時管理方法を定めるべきことの勧告を追
加した（第19条の３関係）。 

    本法案による踏切法の改正によって新たに勧告制度が創設（改正踏切法第17条第
３項）されたことから、これらに係る事項についても公表の対象として追加したも
のである。 

 
  ２）土地の使用の用途の拡充 
    鉄道事業者が、国土交通大臣による許可を受けて他人の土地を一時的に使用する

際の用途として、災害時における作業場等を追加した（第22条関係）。 
    近年、災害の応急復旧時に鉄道用地外の地権者の同意が得られず、復旧工事が遅

れる事例が発生している状況を踏まえ、鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受け
て、鉄道用地外を一時的に使用し、資材置場や作業ヤードとして使用できる仕組み
を創設し(14)、災害からの応急復旧機能を強化したものである。一方、電気事業法
や通信事業法においては、災害時などの緊急時に限り、大臣への事後報告により、
事業用地外の立入り一時使用ができる仕組みがあるが、このような仕組みは導入さ
れなかった。  

 
(14) これは、電気事業法（第４章第58条以下）及び電気通信事業法（第３章第２節第128条以下）

の仕組みを参考にしたものである。鉄道用地外からの災害対応検討会「鉄道用地外からの災害
リスクへの提言～『鉄道用地外からの災害対応検討会』のとりまとめ～」（令和２年12月）。 
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  ３）植物等の伐採等の制度の創設 
    鉄道事業者は、植物若しくは土石が鉄道線路その他の輸送の安全の確保に必要な

鉄道施設として国土交通省令で定めるものに障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれ
がある場合又は植物若しくは土石が当該鉄道施設に関する測量、実地調査若しくは
工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、国土交通大臣の許可を受
けて、その植物を伐採し、若しくは移植し、又はその土石を除去することができる
ものとした（第22条の２関係）。 

    近年の豪雨や台風災害において、鉄道線路に隣接する鉄道用地外からの土石の流
入や倒木が発生している状況を踏まえ、鉄道線路等に障害を及ぼし、又は及ぼすお
それがある場合、鉄道事業者が国土交通大臣の許可を得て、植物等の伐採ができる
ようにすることで、事前防災機能を強化したものである。 

 
 
 4. 国会における審議 
 
(１) 審議の経過と施行 
   本法案は、第204回国会において、閣法第13号として提出され、衆参両院の国土交

通委員会に付託された。衆参の国土交通委員会においては、いずれも反対会派はなく、
法律案の提案理由と法律案の概要の説明を除くと、それぞれ１回の審査で採決に至っ
ている。令和３年３月31日、参議院本会議において可決・成立し、同日令和３年法律
第９号として公布された。詳細な審議の経過は、以下のようになっている。 

 
【国会における審議経過】 
 

項 目 内 容 
衆議院議案受理年月日 令和３年１月９日 
衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 令和３年３月16日／国土交通 
衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 令和３年３月19日／可決 
衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 令和３年３月23日／可決 
衆議院審議時会派態度 全会一致 
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会；立憲民主党・無所

属；公明党；日本共産党；日本維新の会・無
所属の会；国民民主党・無所属クラブ 

参議院議案受理年月日 令和３年３月23日 
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項 目 内 容 
参議院付託年月日／参議院付託委員会 令和３年３月25日／国土交通 
参議院審査終了年月日／参議院審査結果 令和３年３月30日／可決 
参議院審議終了年月日／参議院審議結果 令和３年３月31日／可決 

 
(２) 法律案の提案理由及び内容の概要 
   赤羽一嘉国土交通大臣による法律案の提案理由と法律案の概要は以下のとおりであ

る(15)。 
  

 道路と鉄道は、いずれも重要かつ基幹的な交通であり、平常時の安全性の確保はも
とより、近年頻発化、激甚化する災害時におきましても、その防災機能を強化し、安
全かつ円滑な交通の確保を図ることが重要であります。特に、踏切道につきまして
は、これまで改良対策を進めてきた結果、その数や事故件数等は着実に減少してまい
りましたが、依然として事故や渋滞が多数発生しており、また、災害時に長時間の遮
断が発生した場合には、救急救命活動等の大きな支障になるとの課題も明らかになっ
ていることから、災害時における適確な管理も含め、対策を更に促進することが必要
です。このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。次
に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 
 第一に、国土交通大臣による改良すべき踏切道の指定について、従来の五か年の期
限に代えて、交通安全基本計画等の国の五か年計画と連動しつつ、改良を優先的に実
施する必要性等を勘案し、機動的に指定できるようにすることとしております。あわ
せて、踏切道の改良の方法として、踏切道と交通上密接に関連する道路の改良を追加
する等の措置を講ずることとしております。 
 第二に、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を国土交通大臣が指定する制度を
創設し、指定された踏切道の鉄道事業者及び道路管理者は、災害時における対処要領
の作成等、踏切道の適確な管理の方法を定めなければならないこととしております。 
 第三に、広域災害応急対策の拠点となる道の駅等の駐車場を国土交通大臣が指定
し、災害時には、道路管理者が、防災拠点としての利用以外の利用を制限できる等の
措置を講ずることができることとしております。 
 第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域にお

 
(15) 204－衆－国土交通委員会－４号（令和３年３月17日）18頁。 
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いては、電柱等の工作物の設置は、事前の届出を要することとし、道路管理者は設置
場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしておりま
す。 
 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道
府県が代行することができる制度を創設することとしております。 
 第六に、鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、鉄道施設に障害を及ぼすお
それのある植物の伐採等や、災害時の早期復旧のための作業場などとして他人の土地
を一時使用することができることとしております。 
 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしておりま
す。以上が、この法律案を提案する理由でございます。 
 

 
 
(３) 主な審議内容 
  １）踏切対策について 
    ５年の期限撤廃の理由について、吉岡幹夫政府参考人（国土交通省道路局長）は、

「現行制度では、５年の指定期限内に対策が完了しない場合は改良計画の提出が必
要となり、その際、調整に５年以上の長期を要するものや指定期限が近くなった場
合は、指定自体が困難となって、対策の促進の支障となっていることがあるため、
５年の指定期限を廃止し、期間にとらわれず機動的に指定できるように見直すこと
が必要」と答弁した(16)。 

    改良が必要なカルテ踏切のうち773か所、52％が未指定となっている理由につい
て、吉岡政府参考人は、「未指定のカルテ踏切の約９割が、開かずの踏切など立体
交差等の抜本的な対策が必要な踏切となっている。鉄道事業者及び道路管理者の検
討体制が不十分、地元での対策実施に向けた機運が十分高まっていないことなどに
より、地元の調整等に長期間要することがあるため、５年間の指定年限に改良計画
の作成、提出すら困難となるおそれがあることなどがその要因である」と答弁した(17)。 

    第４種踏切対策について、上原淳政府参考人（国土交通省鉄道局長）は、「まず
は統廃合の促進及び第１種化により第４種踏切道の数を減少させることが重要であ

 
(16) 204－衆－国土交通委員会－５号（令和３年３月19日）15頁。 
(17) 204－衆－国土交通委員会－５号（令和３年３月19日）９頁～10頁。 
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項 目 内 容 
参議院付託年月日／参議院付託委員会 令和３年３月25日／国土交通 
参議院審査終了年月日／参議院審査結果 令和３年３月30日／可決 
参議院審議終了年月日／参議院審議結果 令和３年３月31日／可決 

 
(２) 法律案の提案理由及び内容の概要 
   赤羽一嘉国土交通大臣による法律案の提案理由と法律案の概要は以下のとおりであ

る(15)。 
  

 道路と鉄道は、いずれも重要かつ基幹的な交通であり、平常時の安全性の確保はも
とより、近年頻発化、激甚化する災害時におきましても、その防災機能を強化し、安
全かつ円滑な交通の確保を図ることが重要であります。特に、踏切道につきまして
は、これまで改良対策を進めてきた結果、その数や事故件数等は着実に減少してまい
りましたが、依然として事故や渋滞が多数発生しており、また、災害時に長時間の遮
断が発生した場合には、救急救命活動等の大きな支障になるとの課題も明らかになっ
ていることから、災害時における適確な管理も含め、対策を更に促進することが必要
です。このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。次
に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 
 第一に、国土交通大臣による改良すべき踏切道の指定について、従来の五か年の期
限に代えて、交通安全基本計画等の国の五か年計画と連動しつつ、改良を優先的に実
施する必要性等を勘案し、機動的に指定できるようにすることとしております。あわ
せて、踏切道の改良の方法として、踏切道と交通上密接に関連する道路の改良を追加
する等の措置を講ずることとしております。 
 第二に、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を国土交通大臣が指定する制度を
創設し、指定された踏切道の鉄道事業者及び道路管理者は、災害時における対処要領
の作成等、踏切道の適確な管理の方法を定めなければならないこととしております。 
 第三に、広域災害応急対策の拠点となる道の駅等の駐車場を国土交通大臣が指定
し、災害時には、道路管理者が、防災拠点としての利用以外の利用を制限できる等の
措置を講ずることができることとしております。 
 第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域にお

 
(15) 204－衆－国土交通委員会－４号（令和３年３月17日）18頁。 
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いては、電柱等の工作物の設置は、事前の届出を要することとし、道路管理者は設置
場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしておりま
す。 
 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道
府県が代行することができる制度を創設することとしております。 
 第六に、鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、鉄道施設に障害を及ぼすお
それのある植物の伐採等や、災害時の早期復旧のための作業場などとして他人の土地
を一時使用することができることとしております。 
 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしておりま
す。以上が、この法律案を提案する理由でございます。 
 

 
 
(３) 主な審議内容 
  １）踏切対策について 
    ５年の期限撤廃の理由について、吉岡幹夫政府参考人（国土交通省道路局長）は、

「現行制度では、５年の指定期限内に対策が完了しない場合は改良計画の提出が必
要となり、その際、調整に５年以上の長期を要するものや指定期限が近くなった場
合は、指定自体が困難となって、対策の促進の支障となっていることがあるため、
５年の指定期限を廃止し、期間にとらわれず機動的に指定できるように見直すこと
が必要」と答弁した(16)。 

    改良が必要なカルテ踏切のうち773か所、52％が未指定となっている理由につい
て、吉岡政府参考人は、「未指定のカルテ踏切の約９割が、開かずの踏切など立体
交差等の抜本的な対策が必要な踏切となっている。鉄道事業者及び道路管理者の検
討体制が不十分、地元での対策実施に向けた機運が十分高まっていないことなどに
より、地元の調整等に長期間要することがあるため、５年間の指定年限に改良計画
の作成、提出すら困難となるおそれがあることなどがその要因である」と答弁した(17)。 

    第４種踏切対策について、上原淳政府参考人（国土交通省鉄道局長）は、「まず
は統廃合の促進及び第１種化により第４種踏切道の数を減少させることが重要であ

 
(16) 204－衆－国土交通委員会－５号（令和３年３月19日）15頁。 
(17) 204－衆－国土交通委員会－５号（令和３年３月19日）９頁～10頁。 
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る。また、改正案では、地方踏切道改良協議会の設置を促進し、第４種踏切道の統
廃合による協議を可能にする。さらに、令和３年４月１日より、踏切警報機や遮断
機の設置に対する国の補助対象を、これまでの45か所から全ての第４種踏切道に拡
大する措置を講じる。残された第４種踏切道については、歩行者の安全確認を促す
手動ゲートの設置やＡＩ技術を活用した画像解析による踏切の監視といった手法の
ほか、列車の接近警報機や列車の接近表示器等の列車接近を知らせる設備の整備、
あるいは第４種踏切に列車が近接した場合の警笛の吹鳴により踏切通行者に列車の
接近を伝えて注意喚起を促す等の安全対策を鉄道事業者に講じてもらう」と答弁し
た(18)。 

    勝手踏切道対策について、上原政府参考人は、「踏切道として鉄道事業者が認め
ていない『勝手踏切』と呼ばれるものは、本年１月現在で１万７千か所と、平成28
年３月時点の１万９千か所に比べると２千か所減少している。勝手踏切道を減少さ
せるため、鉄道事業者は、沿線に侵入防止のための柵を整備したり、侵入禁止の看
板の設置等、鉄道事業者が講ずべき安全対策を措置している。国土交通省としても、
勝手踏切の減少に向けて、踏切道改良促進法に基づく協議会の場で、地方運輸局を
通じて自治体等の関係機関に働きかけをするなど、可能な協力を行っていきたい」
と答弁した(19)。 

    地方踏切道改良協議会について、吉岡政府参考人は、「国土交通大臣が指定した
踏切道において、関係する鉄道事業者及び道路管理者に加え、地域の関係者が参画
し、改良方法を検討する場として設置するものである。具体的な構成メンバーは、
鉄道事業者、道路管理者、地方整備局長及び地方運輸局長、都道府県知事を基本と
し、さらに、必要に応じ、関係市町村長、公安委員会、教育委員会等の地域の関係
者が参画できる。具体的な役割は、協議会においては、踏切道自体の改良方法に加
え、カラー舗装等の当面の対策、駅前広場や駐輪場整備等の踏切周辺対策など、地
域の実情に応じた対策が検討される。また、地方整備局や地方運輸局が、全国の取
組事例の紹介、国の支援制度の適用の判断など、道路行政、鉄道行政の知見を生か
して検討に当たっての指導や助言等を行うことで関係者の合意形成を促進し、踏切
対策の推進を図っていくことである」と答弁した(20)。 

 
(18) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）11頁～12頁。 
(19) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）６頁～７頁。 
(20) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）14頁。 
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    バリアフリー化の進め方について、吉岡政府参考人は、「バリアフリー化が必要
な道路など、地域の実情をよりきめ細かに把握できる市町村長からの指定の申出制
度を創設し、さらに、踏切道の改良方法として、レールと路面の隙間を埋める等に
より段差を解消することが大事だということで、路面の平滑化を追加する等、改良
基準も併せて見直すことで踏切道のバリアフリー化をより一層推進していきたい」
と答弁した(21)。 

    踏切道改良後の評価というＰＤＣＡサイクルの強化について、吉岡政府参考人は、
「改正案において、改良実施後に道路管理者と鉄道事業者による自己評価を新たに
義務付け、必要に応じ国土交通大臣が追加的対策を勧告するなどの措置を講じてい
る。具体的には、対策実施後に周辺の住宅や商業施設等の開発状況を確認した上で、
踏切道や迂回路を含め、その周辺道路の交通量の変化、踏切の遮断時間の変化、事
故の発生状況、踏切の通行状況等を調査し、改良すべき踏切道の指定基準に該当し
なくなったか、あるいは事故の防止や交通円滑化に著しく効果があったか等を検証
することを想定している」と答弁した(22)。 

    道路外滞留施設の交渉や協定の締結を円滑に進めるための方策について、吉岡政
府参考人は、「滞留施設協定制度により、低未利用地を活用して、用地買収を行う
ことなく滞留スペースを確保できるようになるとともに、土地所有者等が変更した
場合であっても効力が継続することになるため、滞留スペースを安定的に確保でき
るようになる。所有者等にとっても、管理面では道路管理者が管理を代わって行う
ことで土地の管理負担が軽減する、あるいは、収入面では協定の内容によっては借
地料等の収入が生じる等のメリットもあるものと認識している」と答弁した(23)。 

 
  ２）災害時の鉄道用地外一時使用について 
    鉄道用地外からの災害対応検討会においては、電気や通信について、鉄道と同様

に民間企業が事業主体でありながら、一定程度の公共性を有すると認識をされてい
ると記され、災害時における一定の特例として、大臣への事後報告により鉄道用地
外の立入り、一時使用ができるなどの法制度の実現に向けて更に検討を進めるべき
であると提言されたが、本改正でこのような措置が講じられなかった理由について

 
(21) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）15頁。 
(22) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）15頁～16頁。 
(23) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）２頁。 
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る。また、改正案では、地方踏切道改良協議会の設置を促進し、第４種踏切道の統
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機の設置に対する国の補助対象を、これまでの45か所から全ての第４種踏切道に拡
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(18) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）11頁～12頁。 
(19) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）６頁～７頁。 
(20) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）14頁。 
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に民間企業が事業主体でありながら、一定程度の公共性を有すると認識をされてい
ると記され、災害時における一定の特例として、大臣への事後報告により鉄道用地
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質され、上原政府参考人は、「今回の改正では、こうした法的な位置づけの違いも
踏まえながら、一方で鉄道インフラが有する公共性も考慮し、さらに、災害の激甚
化など最近の現状も踏まえて総合的に検討を行った結果、鉄道事業者が、災害時に
は国土交通大臣による許可を受けて、他人の土地を作業場等として一時使用するこ
とを可能とすることとしたいと考えている。 

    一方で、大臣への事後報告で足りるかについては、電気事業等は、国民の生命に
直結し、災害時におけるそれらの設備の復旧は一刻一秒を争うため、例外規定とし
て、各事業者の判断で一時的に他人の私権を制限し、他人の土地の立入り、一時使
用ができることとした。他方、鉄道施設の復旧については、災害復旧の際に、必ず
しも電気事業等と同等の急迫性を持つとは考えにくく、鉄道用地外の立入りや一時
使用という、他人の私権を制限する行為について事後報告とすることについては、
なお慎重な検討を要するため、今回の法律案では、災害時であっても大臣の許可を
必要とすることが適当であると法的な整理を行った。 

    ただし、災害時に鉄道事業者から立入り、一時使用に係る大臣の許可の申請が
あった場合の対応については、その手続の可能な限り迅速化を図ることによって、
実務の点では大きな差異がない運用となるよう制度設計を検討していきたい」と答
弁した(24)。 

 
  ３）防災拠点自動車駐車場について 
    防災拠点自動車駐車場の指定と利用制限が混乱を与えないための対策について、

上原政府参考人は、「指定に当たっては、地域防災計画への位置づけなどについて
市町村に十分な確認を行うとともに、指定後における駐車場の制限区域の設定に当
たっては、一般利用者用の駐車スペースを一定程度、一定数確保するなどの適切な
対応を行っていきたい」と答弁した(25)。 

    防災道の駅の認定基準及び認定件数について、吉岡政府参考人は、「一つ目、都
道府県が策定する地域防災計画や新広域道路交通計画に広域的な防災拠点として位
置付けられていること、二つ目、電源、通信施設、水の確保等により災害時におい
ても業務実施可能な施設となっていること、三つ目、災害時の支援活動に必要な広

 
(24) 204－衆－国土交通委員会－５号（令和３年３月19日）12頁。 
(25) 204－衆－国土交通委員会－５号（令和３年３月19日）17頁。 
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い駐車場を備えていること、四つ目、ＢＣＰ、事業継続計画が策定されていること
を要件とし、現在対象となる道の駅の選定作業を進めている。防災道の駅の件数と
しては、広域的な防災拠点としての役割を担わせるということを考え、各都道府県
で当面一、二か所程度を選定することを想定している」と答弁した(26)。 

 
 
 5. おわりに  ― 課題と地方公共団体への影響など ―  
 
 改正法案の内容が、従来の５か年の指定期限を廃止し、立体交差化のような改良に長時
間を要する踏切道の改良の進捗を期待できるようにし、また、道路及び鉄道の防災機能の
強化のための諸対策も講ずるものであったことから、国会における審議過程においても、
特に反対の意見は見受けられなかった。 
 法改正を受けて、改正後第一弾となる改良すべき踏切道として、新たに全国93か所の指
定が行われ（令和３年４月13日）、また、災害時の管理方法を定めるべき踏切道として、
181か所の大臣指定（第１弾）が行われ（同年６月30日）、令和４年６月末までに、警
察・消防などの関係機関との連絡体制、長時間の通行遮断の解消に向けた手順、情報提供
の仕組み・定期訓練の実施内容等の災害時管理方法の提出を目標としている(27)。 
 今回の法改正により、市町村及び都道府県は、道路管理者や鉄道事業者と連携して、踏
切道の保安及び道路及び鉄道の防災機能の強化のための対策を進めていくことになる。令
和３年11月30日、総務省が実施した「第４種踏切道の安全確保に関する実態調査」による
と、遮断機・警報機がない第４種踏切道が全国に約2,600か所存在し、第４種踏切道100か
所当たりの踏切事故件数は1.02件で、遮断機を備えた第１種踏切道（同0.59件）の２倍弱
となっている。総務省は、この調査の結果に基づいて、国土交通省に対して、これらの第
４種踏切道の解消に取り組むように勧告した。鉄道事業者は、踏切道の統廃合に際し、地
域住民や道路の管理者等の関係者との合意形成に苦慮している。踏切道の統廃合は、踏切
事故を防止することで住民の安全を確保することと、住民生活の利便性の維持との調整が
求められるところであり、地方協議会等における合意形成に向けた議論の中で、地方公共
団体の調整役としての役割が重要になってくる。 

 
(26) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）２頁～３頁。 
(27) 国土交通省「改正踏切道改良促進法の概要とその取り組みについて」（令和３年７月27日） 
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踏まえながら、一方で鉄道インフラが有する公共性も考慮し、さらに、災害の激甚
化など最近の現状も踏まえて総合的に検討を行った結果、鉄道事業者が、災害時に
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とを可能とすることとしたいと考えている。 

    一方で、大臣への事後報告で足りるかについては、電気事業等は、国民の生命に
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なお慎重な検討を要するため、今回の法律案では、災害時であっても大臣の許可を
必要とすることが適当であると法的な整理を行った。 

    ただし、災害時に鉄道事業者から立入り、一時使用に係る大臣の許可の申請が
あった場合の対応については、その手続の可能な限り迅速化を図ることによって、
実務の点では大きな差異がない運用となるよう制度設計を検討していきたい」と答
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市町村に十分な確認を行うとともに、指定後における駐車場の制限区域の設定に当
たっては、一般利用者用の駐車スペースを一定程度、一定数確保するなどの適切な
対応を行っていきたい」と答弁した(25)。 

    防災道の駅の認定基準及び認定件数について、吉岡政府参考人は、「一つ目、都
道府県が策定する地域防災計画や新広域道路交通計画に広域的な防災拠点として位
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い駐車場を備えていること、四つ目、ＢＣＰ、事業継続計画が策定されていること
を要件とし、現在対象となる道の駅の選定作業を進めている。防災道の駅の件数と
しては、広域的な防災拠点としての役割を担わせるということを考え、各都道府県
で当面一、二か所程度を選定することを想定している」と答弁した(26)。 
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間を要する踏切道の改良の進捗を期待できるようにし、また、道路及び鉄道の防災機能の
強化のための諸対策も講ずるものであったことから、国会における審議過程においても、
特に反対の意見は見受けられなかった。 
 法改正を受けて、改正後第一弾となる改良すべき踏切道として、新たに全国93か所の指
定が行われ（令和３年４月13日）、また、災害時の管理方法を定めるべき踏切道として、
181か所の大臣指定（第１弾）が行われ（同年６月30日）、令和４年６月末までに、警
察・消防などの関係機関との連絡体制、長時間の通行遮断の解消に向けた手順、情報提供
の仕組み・定期訓練の実施内容等の災害時管理方法の提出を目標としている(27)。 
 今回の法改正により、市町村及び都道府県は、道路管理者や鉄道事業者と連携して、踏
切道の保安及び道路及び鉄道の防災機能の強化のための対策を進めていくことになる。令
和３年11月30日、総務省が実施した「第４種踏切道の安全確保に関する実態調査」による
と、遮断機・警報機がない第４種踏切道が全国に約2,600か所存在し、第４種踏切道100か
所当たりの踏切事故件数は1.02件で、遮断機を備えた第１種踏切道（同0.59件）の２倍弱
となっている。総務省は、この調査の結果に基づいて、国土交通省に対して、これらの第
４種踏切道の解消に取り組むように勧告した。鉄道事業者は、踏切道の統廃合に際し、地
域住民や道路の管理者等の関係者との合意形成に苦慮している。踏切道の統廃合は、踏切
事故を防止することで住民の安全を確保することと、住民生活の利便性の維持との調整が
求められるところであり、地方協議会等における合意形成に向けた議論の中で、地方公共
団体の調整役としての役割が重要になってくる。 

 
(26) 204－参－国土交通委員会－７号（令和３年３月30日）２頁～３頁。 
(27) 国土交通省「改正踏切道改良促進法の概要とその取り組みについて」（令和３年７月27日） 
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 近年、道路や河川の災害復旧工事、そして、高度な技術等が必要となる橋・道路・河川
などの社会インフラの修繕にかかる国による権限代行制度の創設や対象範囲を拡大する立
法が相次いでいる。例えば、平成25年の道路法改正によって創設された、高度な技術力を
要する等の修繕工事等を当該地方公共団体に代わって国土交通大臣が実施できる代行制度
（同法第17条第６項）、また、平成27年の災害対策基本法の改正によって導入された、被
災市町村長の要請に基づいて環境大臣が災害廃棄物の処理を代行する制度（同法第86条の
５及び第108条の４）、平成29年の河川法及び水資源機構法の改正（水防法等の一部を改
正する法律、平成29年５月19日法律第31号）によって導入された水資源機構による河川管
理施設の改築又は修繕工事の代行制度、令和２年の道路法改正（道路法等の一部を改正す
る法律、令和２年５月27日法律第31号）が、重要物流道路以外の道路の災害復旧等につい
ても国土交通大臣が代行できるようにしたのもその例である。また、本改正と同じく第
204回国会において成立した「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」
（令和３年５月10日法律第31号）による河川法改正においても、国による権限代行の対象
に準用河川を追加するとともに、災害復旧事業に該当しない区間も含めて、河道埋塞した
一連の区間で土砂等の撤去を国が権限代行できるようにしている(28)。これらの代行制度
が国による権限代行制度であるのに対して、本法律による道路法改正においては、自然災
害が頻発化・激甚化している反面、災害復旧体制の確保が困難な市町村が増えていること
を考慮して、国による権限代行だけでなく都道府県による権限代行制度を創設したのが特
徴的であるといえる(29)。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部教授） 
 

 
(28) 権限代行に関する立法についての簡単なコメントとして、権奇法「水防法等の一部を改正す

る法律（平成29年５月19日法律第31号）」地方自治関連立法動向第５集（地方自治総合研究所、
2018年）313頁～314頁参照。 

(29) このような都道府県による代行制度は、過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）
における基幹道路や公共下水道の都道府県代行制度（同法第14条及び第15条）にその例を見る
ことができる。 
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特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律 

（令和３年５月10日法律第31号） 
 
 

権   奇 法 
 
 
 1. はじめに 
 
 「平成27年９月関東・東北豪雨」、「平成28年北海道・東北地方災害」、「平成29年７
月九州北部豪雨」、「平成30年７月西日本豪雨」、「令和元年東日本台風」、さらには
「令和２年７月豪雨」などでみるように、近年、これまで経験したことのないような豪雨
が、毎年のように全国各地で発生している。これらの豪雨により、深刻な水害や土砂災害
が発生し甚大な被害をもたらしている。このような水災害は、気候変動に起因する短時間
強雨及び降水量の増加によるものであり、気候変動を踏まえた水災害予防のための施設整
備が急務となっていることは言うまでもない。しかしながら、これらの施設整備の現状は、
治水計画における長期的な整備目標の水準（河川整備基本方針）に比べると相当低いのが
現状である(１)。さらに、気候変動を踏まえた計画・基準等の見直し及びあらゆる関係者
が協働して流域全体で行う「流域治水」への転換が強く要請されている。このような要請
に対応するための法整備の一環として、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正す
る法律案」が令和３年４月28日、参議院本会議において可決・成立し、同５月10日、法律
第31号として公布された。 
 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案は、流域治水の実効性を高め、
強力に推進するための「流域治水関連法」として、①特定都市河川法、②河川法、③下水

 
(１) 例えば、河川の場合、河道掘削、堤防整備、堤防強化、耐震対策、ダムの事前放流の推進、

ダム・遊水地の整備等を実施するための中長期目標として、「関係者と協働し、ハード・ソフ
ト一体となり、戦後最大洪水や近年災害の洪水等に対応する事前防災対策を推進し、浸水被害
を軽減する」を掲げているが、現時点における達成率は、１級河川（戦後最大洪水等に対応し
た河川の整備率）の場合は約65％、２級河川（近年災害の洪水等に対応した河川の整備率）の
場合は約62％（いずれも令和元年度）と低い状況である。内閣官房「防災・減災、国土強靱化
のための５か年加速化対策に関する中長期目標一覧」。 
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	表1-4_地方自治関連立法動向　第９集 - コピー
	本文_地方自治関連立法動向　第９集
	表4_地方自治関連立法動向　第９集


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


